
8 運輸安全委員会ダイジェスト№32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故の概要：水上オートバイＳ号（以下「Ａ船」）は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者１人

を乗せ、搭乗者７人が乗った浮体をえい航して遊走中、また、水上オートバイＥ号（以下

「Ｂ船」）は、船長Ｂが１人で乗り組み、遊走中、平成３０年８月５日１４時３０分ごろ、兵

庫県淡路市北淡室津ビーチ西方沖でＢ船と浮体とが衝突した。 

しぶきをかけようと接近して浮体に衝突し、子供を含む複数の搭乗者が死傷 

事例３ 浮体と航行中の他船との衝突事故 

Ｂ船は、浮体の右側後部に衝突し、乗
り揚げた。 
搭乗者Ｃ１が死亡し、Ｃ6（10歳）が重傷
を、Ｃ2（13歳）、Ｃ3（11歳）、Ｃ4（9
歳）及び船長Ｂが軽傷を負った。 

船長Ｂは、自身が保有している水上オート
バイと同型のＢ船をレンタルして１４時１
５分ごろ、遊走を開始した。 

船長Ａは、同乗者１人を乗せ、浮体に子供
６人を含む搭乗者Ｃ１～Ｃ７を搭乗させ、
１４時１０分ごろ遊走を開始した。 

船長Ｂは、浮体と併走した後、浮体に接近し
て水しぶきをかけようと思い、最高速力に近
い約７８㎞/hでＡ船の右舷側を追い越し、後
方を確認せずに左旋回を開始した。 

船長Ｂは、Ａ船を追越し、約４０㎞/hの速力
で左旋回し、ほぼ終わるまでＡ船及び浮体
を確認せずに操縦していた。 

船長Ａは、Ｂ船の左旋回がほぼ終わった

ところで、Ｂ船と浮体との距離が近くな

るのではないかと思ったが、左転すると

浮体が右側に振れ、右転するとＡ船がＢ

船と接近することになるので、針路及び

速力を維持して航行した。 

※ 国土地理院Ｗｅｂサイトの地理院地図使用 

Ａ船 Ｂ船 

船長Ｂは、Ａ船及び浮体が目前に迫り、操縦
ハンドルを左側一杯にとったものの避ける
ことができず、B船が浮体と衝突した。 

船長Ｂは、10時30分頃から遊走を
開始するまでに350mℓの缶ビー
ル2本半程度を飲んでいた。 

播磨灘 
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再 発 防 止 に 向 け て （ 事 故 防 止 策 ）  

本事例の調査報告書は当委員会ホームページで公表しております。(平成 31(2019)年 3月 28日公表) 
http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-acci/2019/MA2019-3-4_2019tk0005.pdf 

・水上オートバイの船長は、周囲の船舶等から回避できる安全な速力、距離を保って

航走すること、また、浮体等に接近して水しぶきをかけるような行為は、危険な操

縦にあたることから厳に慎むこと。 

・水上オートバイの船長は、飲酒が、状況判断力等に影響を及ぼし、正常な操縦がで

きなくなる可能性があることから、船舶職員及び小型船舶操縦者法の規定に基づく

小型船舶操縦者の遵守事項により、操縦する場合は飲酒を控えるべきであること。 

・水上オートバイの船長は船体の警告ラベルを剥がさないこと。 

船長Ｂは、水しぶきをかける行為によって過去に 

衝突事故が発生しており、危険な操縦にあたること 

を、認識していなかった。 

 

 
 

 

B船には、水しぶきがかかるような距離まで近づかない等、 

安全な操縦に関して記載された警告ラベルが貼り付けられて 

おらず、また船長Bが所有している、B船と同型の水上オート 

バイは中古で購入したときから取扱説明書がなく、船体の警告 

ラベルも貼り付けられていなかった。 

 

 

船長Bは、法令で酒酔い操縦が禁止されていることは知っていた。 

また、事故時は、酔いを感じていなかったので既にアルコールが抜けて操縦への影響は 

無いと考えていた。 

Ｂ船旋回時の水しぶき（再現時） 

船体の警告ラベル（例） 

原因：本事故は、淡路市北淡室津ビーチ西方沖において、Ａ船が搭乗者７人を乗せた浮体を

えい航して南西進中、Ｂ船が南西進中、船長Ｂが、約４０㎞/hの速力で左旋回し、水しぶき

をかけようと浮体に接近したため、Ａ船及び浮体が目前に迫り、操縦ハンドルを左側一杯に

取ったものの避けることができず、Ｂ船と浮体が衝突したものと考えられる。 


